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東京モーターショー質問箱の回答 

 

Ｑ． 展示してあるナンバープレートの中には現在は使用されていない古いものもあるの

ではないか。インドネシアのナンバープレートなどは黒地に白文字で、サイズも４３

０mm×１３５mm の横長ではないか。 

Ａ． 展示したナンバープレートは当会の海外調査等の際、収集、寄贈されたものですが、

国によってはその後制度の変更等により新たなナンバープレートに切り替わっている

ものもあるかも知れません。出来る限り現況を把握し、新しいナンバープレートの収

集に努めたいと考えています。また、展示する場合においても使用時期等を表示する

ように努めたいと考えています。 

   なお、国土交通省の調査によると、インドネシア国においては、２０１１年４月に、

横長の新しい様式のナンバープレート(445 ㎜×135 ㎜)が導入されていますが、これま

での旧ナンバープレート（今回の展示プレート）も有効のようです。 

   ※国土交通省のＨＰより、ナンバープレートのあり方に関する懇談会の資料から引用。 

 

Ｑ． 車のデザインに合った横長等のナンバープレートにしてほしい。 

また、軽自動車の塗色の見直しについて検討してほしい。 

Ａ．  自動車ユーザーの皆さんは、ナンバープレートにこだわりや愛着を持っていただい

ているようです。ナンバープレートの形状や塗色については、自動車の種別や用途等

を区分するため、視認性、耐久性等を考慮して国が定めているものです。 

今回いただいた皆さんの意見は、今後色々な機会をとらえて国土交通省に伝えてい

きたいと考えています。 

    

Ｑ． 現在ある地域以外にもご当地ナンバーを実現してほしい。 

Ａ．  平成１８年度から、地域振興、観光振興の観点から、ナンバープレートの地域名表 

示を弾力化し、自動車検査登録事務所の新設の有無にかかわらず新たな地域名表示が

認められる、いわゆるご当地ナンバー制度が仙台、柏、金沢など１９の地域に導入さ

れています。また、国土交通省は、昨年ご当地ナンバーの第２弾として平泉など１０

地域について平成２６年度中の導入を決定しています。 

 

Ｑ．  二輪車の希望ナンバーを実現してほしい。 

Ａ． いただいた意見については、今後機会をとらえて国土交通省に伝えていきたいと考え

ています。 

 

Ｑ． ナンバープレートのＩＣ化はできないのか。 

Ａ． 国土交通省が、２４年７月にとりまとめられた「ナンバープレートのあり方の方向

性」の中で、ナンバープレートを電子化して車両を識別することについては、『電子

的に車両を識別する方策として、普及が進んでいるＥＴＣやフロントガラスに貼付す

ることとされている自動車検査標章の活用も考えられるところ、諸外国の状況も踏ま
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えつつ、車両識別の電子化については、専門的・技術的な見地を踏まえつつ、多面的

な検討を進めて行くべきである。』とされています。 

   ※国土交通省のＨＰより、ナンバープレートのあり方に関する懇談会の資料から引用。 

 

Ｑ． 中国のナンバープレートの漢字一文字は省や行政区域を表しているが、記載のある 

  省内しか走行できないのか。 

Ａ．  当会においては現在のところ、そのような事情は把握しておりません。仮に記載の

省内しか走行できないとすると移動手段としての自動車の本来の特性が損なわれるよ

うに思います。 

 

Ｑ． 前面のナンバープレートを外して車内のダッシュボードに置いている車を見かける

が、道交法などの観点から法に抵触するのか。 

Ａ． 道路運送車両法においては、ナンバープレートである自動車登録番号標及びこれに

記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ運行の用に供してはなら

ないとされ、具体的には、「自動車登録番号標は、自動車の運行中自動車登録番号が

判読できるように、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けること」

とされています。 

従って前面のナンバープレートを取り外してダッシュボードに置いて運転すると道

路運送車両法違反となります。 

 

Ｑ． 分類番号の３桁の番号がなくなった場合はどうなるのか。昔使われたことがある６

ナンバー、７ナンバーになるのか。 

Ａ．  国土交通省においは、２４年７月にとりまとめた「ナンバープレートのあり方の方

向性」の中で、希望ナンバー制の払底対策として、現在３桁の数字で表されている分

類番号について、下２桁の文字にアルファベットを用いて特定の番号を枯渇させるこ

となく取得機会の継続を図るとされています。 

   ※国土交通省のＨＰより、ナンバープレートのあり方に関する懇談会の資料から引

用。 

 

Ｑ． 二輪のナンバーに付されている「Ｃ」の意味は何か。 

Ａ． 二輪の小型自動車の車両番号については、道路運送車両法施行規則により、次に掲

げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとされ、① 二輪の小型自動車の使

用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局等を表示する文字  ②自家用又は

事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字③４けた以下のアラビア数字とされてお

ります。お尋ねのローマ字「Ｃ」は、自家用の小型二輪車の車両番号であることを意

味し、自家用を表す平仮名文字との組み合わせで、例えば、「足立Ｃ あ｣のように表

示されます。ローマ字は、Ｃの他には「Ｌ」又は「Ｖ」を平仮名文字との組み合わせ

で使用することと規定されています。なお、事業用の二輪の小型自動車については、

事業用を表す平仮名文字である「ゆ」「り」「れ」のいずれかの文字のみを使用する

こととされ、ローマ字は使用されません。 
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Ｑ． 海外でも、語呂合わせの「４６４９（よろしく）」などあるのか。 

Ａ． 海外の語呂合わせについて調査をしたことがありませんが、今回展示した海外のナ

ンバープレートの中で、カナダのノースウエスト準州のように「２ ＣＯＬＤ」と表

示して「Too Cold＝寒すぎるよ」と読ませるのはその一例と言えるのではないでしょ

うか。 

   

 


